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◆件名 清水社会福祉会館（はーとぴあ清水）における利用者の転落転倒骨折事故

◆発生日時 令和5年 3月 9日（木）午前９時0０分 

◆場所 清水社会福祉会館（はーとぴあ清水）（清水区宮代町） 

◆概要 

はーとぴあ清水は指定管理者である社会福祉法人静岡市社会福祉協議会

により施設管理を行っている。 

９０代女性が６階多目的ホール移動式観覧席最前列の席前のスペースか

ら床に降りよ立ち上がろうとした際、指定管理者の職員が移動式観覧席

セッティング後に下ろし忘れた足元の衝立に躓き、30㎝下の床に転落転

倒し、左大腿骨骨折等の怪我を負った。 

◆経緯と 

対応状況 

3月 9日 

9時 00分

15時 05分

3月 10日 

11時 55分

3月 16日 

3月 17日 

16時 00分

事故発生、参加行事主催者役員が指定管理者職員に連絡

指定管理者職員が同館3階に勤務する看護師を要請 

救急車通報、静岡市立清水病院に搬送

指定管理者職員が本人携帯に架電、家族が出たため、

家族に謝罪、骨折を把握 

家族から受電、指定管理者職員が左大腿骨の骨折以外は

異常がないことを確認、賠償責任保険等について説明 

手術 

家族が現場を確認するためにはーとぴあ清水に来所、指

定管理者職員から再度の謝罪と賠償についての協議 

◆被害状況 

９０代女性は顔面を強打したため、額にこぶ、鼻に腫れの症状が見られ

た。立ち上がることができず、同館 3 階社会福祉協議会運営のデイサー

ビスセンターに勤務する看護師が駆け付け、救急搬送した。左大腿骨の骨

折と診断され、3月16日に手術した。 

◆原因 

転落転倒する原因となった移動式観覧席の足元の衝立は、収納時は上げ

ておき、使用する際は下ろすことになっているが、指定管理者職員がセッ

ティングをした際に移動式観覧席メーカーマニュアル及び写真付き手順

書の確認を怠り、衝立が上がったまま使用されていたため。 

◆今後の対応 

・今回の事故は、管理に起因する事故であるため、指定管理協定に基づ

き、損害賠償責任は指定管理者が負うこととなる。 

・指定管理者が移動式観覧席のメーカーマニュアル及び写真付き手順書

をセッティング作業従事者に再度周知するとともに、セッティング時の

確認チェック表を新たに作成した。 

・事故の原因となった移動式観覧席の衝立部分に、利用者向けの段差注意

喚起テープ及びセッティング作業従事者向けの下ろし忘れ防止注意喚起

テープを貼った。 

・移動式観覧席をセッティングした担当者とは別の者が確認チェック表

を基に正しく設置されているかダブルチェックすることとした。 

◆問い合わせ 

課 名 福祉総務課 

担当者 山本、杉村 

電 話 ０５４－２２１－１３３５ 

※別紙資料 有・無

静 岡 市 
訂正

件名及び概要説明に誤りがあったため （令和５年５月26日訂正）



清水社会福祉会館 

清水社会福祉会館 ６階 多目的ホール 移動観覧席 

転落転倒する原因となった移動観覧席の足元の衝立 

本来の使用方法のとおりに衝立を下げた状態   収納時のように衝立が上がったままの状態 


